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第１章 基本的事項 

１．計画策定の背景と経緯 

近年、気候変動が原因の１つと考えられる異常気象が世界各地で発生しており、気候変動

対策を進めることは、世界全体の喫緊の課題となっている。 

国際社会では、令和３（2021）年に英国グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第

26回締約国会議（ＣＯＰ26）において、気温上昇を1.5℃に抑える努力の追求と、全ての締約

国に令和12（2030）年の温室効果ガスの削減目標の見直しや野心的な気候変動対策の呼びか

けがなされた。また、令和５（2023）年３月に公表された「気候変動に関する政府間パネル

（ＩＰＣＣ）第６次報告書」では、人間活動が地球温暖化を引き起こしたことに疑いの余地

はなく、地球温暖化は、自然と人々に広範な悪影響を及ぼしているなど、温室効果ガス排出

削減に関する追加対策の必要性が改めて浮き彫りになっている。 

我が国では、令和２（2020）年10 月に「2050 年カーボンニュートラル宣言」がなされ、

令和３（2021）年10 月に新たな「地球温暖化対策計画」を策定、再エネ拡大や「脱炭素先行

地域」の創出などが位置づけられた。同時に、2050年カーボンニュートラルに向けた基本的

考え方、ビジョン等を示す、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され

た。地球温暖化対策を経済成長につなげるという考え方の下、将来に希望の持てる明るい社

会である脱炭素社会の実現に向けて、各部門の対策や横断的施策を進めていくとしている。 

このような背景の中、刈谷市及び知立市においては、令和４（2022）年２月にゼロカーボ

ンシティを目指すことを表明、11月にはエネルギーの地産地消の取組として地域新電力会社

「刈谷知立みらい電力株式会社」を設立するなど、地球温暖化対策の取組を行っている。 

刈谷知立環境組合（以下「組合」という。）においては、地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下、地球温暖化対策推進法）第21条第１項に基づき、平成19年７月に「刈谷知立環境組

合実行計画エコアクションＫＣ」（第１次実行計画）を策定した。 

その後、平成21年４月に第１次実行計画の見直しを行い、平成21年度の実績を基準に、平

成26年度に温室効果ガスを1.5％削減するという新たな数値目標を設定し、温室効果ガスのさ

らなる排出抑制に努めた。 

第２次実行計画では、平成26年度実績を基準とし、令和元年度に1.7％削減することを目標

とし、温室効果ガスの削減に係る取組を推進した。 

さらに、第３次実行計画では、令和元年度実績を基準とし、令和６年度に2.5%削減するこ

とを目標とし、温室効果ガスの削減に係る取組を推進した。 

今回、第３次実行計画に係る計画期間満了に伴い、第４次実行計画（以下「本計画」とい
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う。）を策定し、継続的に地球温暖化対策を推進していくこととする。国としては令和 32（2050）

年でのカーボンニュートラルの実現を目指しており、国全体での温室効果ガス排出量の削減

目標は、令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比で 46％となっており、廃棄物焼却

部門は 15％となっている。そこで、第４次実行計画では、平成 25 年度実績と比較して令和

12 年度に 15％以上削減することを目標とする。 

＜実行計画期間＞ 

 

 

 

 

２．計画策定の目的 

地球温暖化対策推進法第 21 条第１項に基づき、地球温暖化対策計画に則して、組合が実施

している事務・事業に関し、廃棄物の減量化、省エネルギー・省資源化などの取組を推進し、

温室効果ガスの排出量を削減することを目的とする。 

  

３．計画の期間 

計画の期間は、令和７年度から令和 12 年度までの６年間（基準年度は令和６年度）とする。 

 

４．計画の範囲 

本計画の対象は、ごみ処理施設及び余熱利用施設からなる組合の全ての事務・事業とする。 

 

５．対象とする温室効果ガス 

 対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項において、二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）及びフロン類４種類（ハイドロフルオロカー

ボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（Ｎ

Ｆ３）と定められている。 

活動区分 
温室効果ガス 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 

燃料の使用 
（公用車燃料を含む） 

〇   

電気の使用 〇   

一般廃棄物の焼却 〇 〇 〇 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

第１次

第２次

第３次

第４次

※公用車の走行に伴うメタン及び一酸化二窒素の排出量は少ないため、対象外とする。 
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６．第３次実行計画の達成状況と課題 

（１）達成状況 

 令和２年度から令和６年度までの第３次実行計画では、令和６年度における温室効果ガス

の排出量の目標 24,932ｔに対して、実績は 25,688ｔとなり、目標の達成には至らなかった。 

 また、温室効果ガスの排出抑制に間接的に寄与する取組として、第３次実行計画において、

用紙類使用量と水道使用量の削減を掲げており、共に目標を達成することができたが、本計

画においても、用紙類等の削減に係る取組を継続していくこととする。 

 

（２）これまでの取組に係る課題 

 組合から排出される温室効果ガスの排出量のうち最も多いのは、一般廃棄物（廃プラスチ

ック類）の焼却処理により排出されるものであり、一般廃棄物（廃プラスチック類）の排出

量の抑制が課題となっている。今後も、刈谷市及び知立市（以下「組合市」という。）と連携

をとりながら、ごみの排出量の抑制に努めていくことが求められている。 
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第２章 温室効果ガスの総排出量に関する目標 

（１）温室効果ガスの総排出量及び削減目標 

 組合市では、一般廃棄物処理基本計画においてごみの排出量の削減目標を掲げ、それぞれ

ごみの削減に取り組んでいる。 

 温室効果ガスの総排出量の削減目標の設定に当たっては、一般廃棄物処理基本計画におけ

るごみの排出量の削減率（組合への搬入量を基に算定した結果、毎年 0.5％）を踏まえ、令和

12 年度における組合の事務・事業に伴う温室効果ガスの総排出量を、令和６年度の総排出量

を基準として、7.4％削減することを目指す。 

  

項   目 
基準年度 

（令和６年度） 

目標年度 

（令和 12年度） 
削減率 

温室効果ガス総排出量 

（ｔ-ＣＯ２） 
25,688 23,800 7.4％ 

※温室効果ガスの総排出量の算定に当たっては、メタン及び一酸化二窒素は、地球温暖化係  

 数を乗じて二酸化炭素に換算。 

 

算定方法等の変更点について 

本計画における目標の設定に当たり、環境省の「地方公共団体実行計画（事務事業編）

策定・実施マニュアル（算定手法編）（旧温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン）

（Ver.2）（以下「マニュアル」という。）」に基づき、変更点のある算定対象は以下のと

おり。 

 

 Ｃ 廃プラスチック類（合成繊維） 

焼却量（全量）×一般廃棄物中の繊維くずの割合：3.4％※×（100%－水分含有率） 

×繊維くず中の合成繊維の割合：61.4%※で算定。 

 

マニュアルにおいて、一般廃棄物中の繊維くずの割合を 3.4%※、繊維くず中の合成繊維

の割合を 61.4%※と定めている。 

 

※ 地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（旧温室効

果ガス総排出量算定方法ガイドライン）Ver.2.0 より設定 
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（２）個別の措置に関する目標 

 ①温室効果ガスの排出抑制に直接的に資する取組 

項   目 
基準年度 

（令和６年度） 

目標年度 

（令和 12年度） 
削減率 

燃料使用に伴うＣＯ２排出量 
（公用車燃料を含む） 

111 t 107 t 3.0% 

電気使用に伴うＣＯ２排出量 205 t 198 t 3.0% 

ごみ焼却に伴うＣＯ２排出量 25,372 t 23,495 t 7.4% 

※メタン及び一酸化二窒素の排出量は、二酸化炭素排出量に換算して、一般廃棄物の焼却に 

含めている。 

 

 ②温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取組 

項   目 
基準年度 

（令和６年度） 

目標年度 

（令和 12年度） 
削減率 

用紙類使用量 
（Ａ４換算） 

113,025 枚 109,634 枚 3.0% 

水道使用量 48,229 ㎥ 46,782 ㎥ 3.0% 
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第３章 取組 

 本計画における具体的な取組を以下に示す。 

 以下の取組・配慮事項については、職員一人ひとりが責務と役割を自覚した上で、省エネ・

省資源の意識を持って取り組んでいく必要がある。 

 「◎」・・・温室効果ガスの排出抑制に直接的に資する取組 

 「○」・・・温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取組 

 

１．ごみの減量化及び効率的な施設管理に関する取組 

区分 取組内容 

ごみの減量・分別に

よる焼却量の削減  

◎組合市における一般廃棄物処理基本計画に基づき、組合市とごみ 

の減量化、分別の徹底を連携して促進し、資源（プラ等）の回収 

を強化することで、焼却量の削減に努める。 

◎組合ホームページや組合市のＳＮＳ等の広報を通じて、ごみの減 

量化、リサイクルの推進など、啓発活動を行う。 

◎施設見学を通じた環境教育に係る取組を推進する。 

効率的な施設管理  ◎施設は、計画的かつ効率的な運転管理を行い、施設の改修に当た 

っては、エネルギー消費効率が高く、ＣＯ２排出量の少ない機器の 

採用に努める。 

 

２．物品等の購入・使用に関する取組 

（１）物品等の購入に当たっての配慮 

区分 取組内容 

グリーン購入に関す

ること 

〇購入物品は刈谷市グリーン購入対象物品等から選定する。（適合 

物品がないときは、グリーン基本調達方針に準拠して選定する。） 

用紙類に関すること 〇コピー用紙の購入に当たっては、古紙配合率の高い用紙を使用す 

る。 

〇ティッシュペーパーやトイレットペーパーの購入に当たっては、 

再生紙が使用されている製品を使用する。 

電気使用量に関する

こと 

◎ＯＡ機器（パソコン、コピー機等）や電化製品（テレビ、洗濯機 

等）を更新するときは、エネルギー消費効率の高い製品にする。 

◎蛍光灯の交換に当たっては、省エネ型を選択するとともに、ＬＥ 
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Ｄ照明の導入を推進する。 

燃料の使用に関する

こと 

◎公用車を更新するときは、低公害車を導入するよう努める。 

◎ごみ焼却施設で使用する特殊車両を更新するときは、低公害型、 

低燃費型車両を導入するよう努める。 

  

（２）物品等の使用に当たっての配慮 

区分 取組内容 

用紙類に関する配慮 〇両面印刷や用紙１枚への複数ページの印刷に努めるとともに、使 

用済文書や封筒等の再使用に努める。 

〇会議資料の簡素化や電子メールの使用を促進し、用紙の削減に努 

める。 

電気使用量に関する

配慮 

◎昼の休憩時間は消灯し、電気量の削減に努める。 

◎事務室の空調は冷房温度 28℃、暖房温度 20℃を目安に設定する。 

◎エレベーターの使用は極力避ける。 

◎毎週水曜日のノー残業デーを推奨し、17 時 30 分までに退庁する 

ことで、電気使用量の削減に努める。 

燃料の使用に関する

配慮  

◎公用車の運転に際しては無理・むら・無駄のない省エネ運転に努 

める。 

水道の使用に関する

配慮  

〇節水意識の向上に努め、水道使用量の削減を図る。 

  

３．その他の取組 

（１）廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）に努める。 

（２）受託業者及び指定管理者へ節水、節電の必要性を訴える。 

（３）快適に過ごせるよう、クールビズ・ウォームビズを活用し、適切な服装に努める。 

（４）公共交通機関の利用、マイカーの相乗り、自転車、徒歩等による通勤に努める。 
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第４章 推進体制と実施状況の作成及び公表 

１．計画の推進体制と役割 

（１）推進体制 

 本計画の実効性を高めるため、組合に「計画推進責任者」、「計画推進幹事」を置き、計画の

着実な推進と進行管理を図る。 

 計画推進責任者は、業務課長とする。 

 計画推進幹事は、計画推進責任者が指名する。 

 

（２）役割 

計画推進責任者 

・本計画を総括する。 

・計画の推進に必要な事項について、計画推進幹事に指示するととも 

に、所長に報告する。 

計画推進幹事 

・計画の実施状況の点検など、進捗管理を行う。 

・毎年１回、実施状況表を作成し、組合ホームページに公表する。 

・第３章の各種取組の中から、毎月、重点項目を定め、職員及び受託 

業者等に周知する。 

組合職員 
・本計画の目標達成に向けて積極的に行動するとともに、実行計画の 

推進に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご

み

減

量

啓

発 

所 長 

計画推進責任者（課長） 

計画推進幹事 

組合職員 

月次目標 

年次目標 

将来目標 

報 告 

総括・指示 

周知・点検 

CO2 削減努力 

刈谷市・知立市へ 
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２．研修への参加 

職員一人ひとりが地球温暖化対策の重要性を認識し、必要な知識等を習得すべく、愛知県

等が主催する地球温暖化対策に係る外部研修へ参加する。 

 

３．実施状況の作成及び公表 

 計画推進幹事は、毎年度、各項目の進捗状況を表す実施状況表（別紙１～３）を作成する。 

また、地球温暖化対策推進法第 21 条第 16 項に基づき、毎年１回、実施状況について公表

することが義務付けられているため、組合ホームページにて公表する。 

  



10 

【参考資料】 

１ 地球温暖化対策推進法（抜粋） 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸

収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）

を策定するものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 地方公共団体実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３～１５ 省略 

１６ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に

基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければな

らない。 

 

２ 排出係数 

項目 排出係数 単位 

ガソリン 0.00229 ｔ-ＣＯ２/Ｌ 

軽油 0.00262 ｔ-ＣＯ２/Ｌ 

ＬＰＧ 0.00299 ｔ-ＣＯ２/ｋｇ 

都市ガス 0.00209 ｔ-ＣＯ２/Ｎｍ３ 

廃プラスチック類（合成繊維以外） 2.76 ｔ-ＣＯ２/ｔ 

廃プラスチック類（合成繊維） 2.31 ｔ-ＣＯ２/ｔ 

電気使用量（売電電力量） 0.000423 ｔ-ＣＯ２/ｋＷｈ 

 ※環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（令和５年 12 月 12 

日更新）」より抜粋 

 ※都市ガス、電気使用量の排出係数は、令和６年度における契約事業者の排出係数 
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３ 地球温暖化係数 

 二酸化炭素を１（基準）として、各温室効果ガスの温室効果の強さを数値化したもの。 

ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素 １ 

メタン 28 

一酸化二窒素 265 

    （例）メタンの地球温暖化にもたらす強さは、二酸化炭素の 28倍。 
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別紙１      実施状況表（平成 26年度基準量及び平成 31年度目標量） 

１．温室効果ガスの排出抑制に直接的に資する取組 

項   目 単位 

26 年度 

使用量 

（基準量) 

27 年度 

使用量 

 

28 年度 

使用量 

 

29 年度 

使用量 

 

30 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

（目標量) 

燃 料 

ガソリン Ｌ 1,320 930 920 1,154 1,085 1,234 1,300 

灯油 Ｌ 300 340 400 0 0 0 295 

軽油 Ｌ 1,671 1,410 1,340 770 770 930 1,646 

自動車 

の走行 

普通・小型乗用車 ㎞ 2,047 1,935 2,380 1,945 2,113 2,689 2,016 

軽自動車 ㎞ 2,584 2,590 3,283 2,467 2,163 1,615 2,545 

上記 5 項目に係る 

温室効果ガス排出量：Ａ 
ｔ 8 7 8 6 6 6 8 

都市ガス N ㎥ 42,421 37,748 41,032 44,502 136,715 76,300 41,784 

電気使用量 kWh 338,638 342,090 322,014 354,560 378,630 393,160 333,558 

売電電力量 kWh 8,474,984 8,556,660 8,724,226 9,933,420 9,636,850 10,790,120 8,602,058 

一般廃棄物焼却量 ｔ 63,693 62,952 63,178 63,840 63,564 65,111 61,899 

 内廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ量 ｔ 10,892 10,702 10,740 10,853 10,469 11,210 10,585 

上記 4 項目に係る 

温室効果ガス排出量：Ｂ 
ｔ 25,314 23,792 24,708 28,562 26,711 29,922 24,420 

※平成 21 年度より発電を行い、余剰電力については電力会社へ売電している。このことはＣＯ２削減に寄与する 

要素であるため、総排出量より減ずる。 

２．温室効果ガス総排出量（ＣＯ２換算）：Ａ+Ｂ 

項   目 単位 

26 年度 

使用量 

（基準量) 

27 年度 

使用量 

 

28 年度 

使用量 

 

29 年度 

使用量 

 

30 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

（目標量) 

排出量 ｔ 25,322 23,799 24,716 28,568 26,717 29,928 24,428 

３．温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取組 

項   目 単位 

26 年度 

使用量 

（基準量) 

27 年度 

使用量 

 

28 年度 

使用量 

 

29 年度 

使用量 

 

30 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

 

31 年度 

使用量 

（目標量) 

用紙類使用量（Ａ4 換算） 枚 106,963 98,686 94,475 79,096 111,690 133,652 103,754 

水道使用量 ㎥ 77,263 55,865 67,375 69,259 56,497 63,283 74,945 



13 

別紙２       実施状況表（令和元年度基準量及び令和６年度目標量） 

１．温室効果ガスの排出抑制に直接的に資する取組 

 

項   目 単位 

元年度 

使用量 

（基準量) 

2 年度 

使用量 

 

3 年度 

使用量 

 

4 年度 

使用量 

 

5 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

（目標量) 

燃料 

ガソリン Ｌ 1,234 1,582  1,218  1,234  1,292  1,402 1,203 

軽油 Ｌ 930 850  750  770  820  940 907 

ＬＰＧ Ｌ 483.2 545.4  531.8  515.6  529.7  653.2 250 

都市ガス N ㎥ 76,300 137,285  26,715  57,743  39,346  49,708 74,393 

自動車 

の走行 

普通・小型乗用車 ㎞ 2,689 1,525  1,726  1,539  2,164  1,494 2,622 

軽自動車 ㎞ 1,615 1,868  1,925  2,176  1,768  2,100 1,575 

燃料の使用に伴う 

二酸化炭素排出量：Ａ 
ｔ 176 313  65  134  94  111 172 

電気 電気使用量 kWh 393,160 424,950  393,070  383,760  576,740  483,470 383,331 

電気の使用に伴う 

二酸化炭素排出量：Ｂ 
ｔ 49 231  47  149  253  205 48 

ごみ

焼却 

一般廃棄物焼却量 ｔ 65,111 63,308 62,095 61,001 59,356 58,693 63,483 

 

内廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ量 ｔ 6,482 9,071 8,009 8,127 7,774 8,406 6,320 

内合成繊維量 ｔ 2,504 2,422 2,291 2,475 2,194 682 2,441 

二酸化炭素排出量：Ｃ－１ ｔ 23,689 30,673 27,431 28,180 26,558 24,777 23,097 

ごみ

焼却 

一般廃棄物焼却量 ｔ 65,111 63,308 62,095 61,001 59,356 58,693 63,483 

 

CH4排出量 kg 62 60 59 58 56 153 60 

N2O 排出量 kg 3,692 3,590 3,521 3,459 3,365 2,230 3,599 

二酸化炭素換算量：Ｃ－２ ｔ 1,102 1,072 1,050 1,032 1,004 595 1,075 

ごみの焼却に伴う 

二酸化炭素排出量：Ｃ合計 
ｔ 24,791 31,745 28,481 29,212 27,562 25,372 24,172 

２．温室効果ガス総排出量（ＣＯ２換算）：Ａ+Ｂ+Ｃ 

項   目 単位 

元年度 

使用量 

（基準量) 

2 年度 

使用量 

 

3 年度 

使用量 

 

4 年度 

使用量 

 

5 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

（目標量) 

温室効果ガス排出量（Ａ+Ｂ+Ｃ） ｔ 25,016 32,289 28,593 29,495 27,909 25,688 24,932 



14 

３．温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取組 

項   目 単位 

元年度 

使用量 

（基準量) 

2 年度 

使用量 

 

3 年度 

使用量 

 

4 年度 

使用量 

 

5 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

 

6 年度 

使用量 

（目標量) 

用紙類使用量（Ａ4 換算） 枚 133,652 139,409  134,328  137,483  129,257  113,025 130,311 

水道使用量 ㎥ 63,283 52,621  44,081  49,927  49,850  48,229 61,701 

売電電力量 kWh 10,790,120 12,011,210  16,620,840  15,261,940  14,461,950  13,610,828 10,790,120 

※平成 21 年度より発電を行い、余剰電力については電力会社へ売電している。外部に供給した分については、供 

給しなかった場合に比べて、他の発電所の発電量が低減されることで、社会全体としての二酸化炭素排出の削 

減に貢献する。 

※温室効果ガス排出量の算定方法や各排出係数の更新に伴い、各年度の使用量の数値を更新しているため、別紙 

１～３の間で数値が一致しない場合がある。 
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別紙３       実施状況表（令和６年度基準量及び令和 12年度目標量） 

１．温室効果ガスの排出抑制に直接的に資する取組 

 

項   目 単位 

6 年度 

使用量 

（基準量) 

7 年度 

使用量 

 

8 年度 

使用量 

 

9 年度 

使用量 

 

10 年度 

使用量 

 

11 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

（目標量) 

燃料 

ガソリン Ｌ 1,402       1,360 

軽油 Ｌ 940       912 

ＬＰＧ Ｌ 653.2       336 

都市ガス N ㎥ 49,708       48,217 

自動車 

の走行 

普通・小型乗用車 ㎞ 1,494       1,449 

軽自動車 ㎞ 2,100       2,037 

燃料の使用に伴う 

二酸化炭素排出量：Ａ 
ｔ 111 

 
    

 
107 

電気 電気使用量 kWh 483,470       468,966 

電気の使用に伴う 

二酸化炭素排出量：Ｂ 
ｔ 205      

 
198 

ごみ

焼却 

一般廃棄物焼却量 ｔ 58,693       56,933 

 

内廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ量 ｔ 8,406       6,792 

内合成繊維量 ｔ 682       2,108 

二酸化炭素排出量：Ｃ－１ ｔ 24,777       22,918 

ごみ

焼却 

一般廃棄物焼却量 ｔ 58,693       56,933 

 

CH4排出量 kg 153       148 

N2O 排出量 kg 2,230       2,163 

二酸化炭素換算量：Ｃ－２ ｔ 595       577 

ごみの焼却に伴う 

二酸化炭素排出量：Ｃ合計 
ｔ 25,372      

 
23,495 

２．温室効果ガス総排出量（ＣＯ２換算）：Ａ+Ｂ+Ｃ 

項   目 単位 

6 年度 

使用量 

（基準量) 

7 年度 

使用量 

 

8 年度 

使用量 

 

9 年度 

使用量 

 

10 年度 

使用量 

 

11 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

（目標量) 

温室効果ガス排出量 

（Ａ+Ｂ+Ｃ） 
ｔ 25,688      

 
23,800 
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３．温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取組 

項   目 単位 

6 年度 

使用量 

（基準量) 

7 年度 

使用量 

 

8 年度 

使用量 

 

9 年度 

使用量 

 

10 年度 

使用量 

 

11 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

 

12 年度 

使用量 

（目標量) 

用紙類使用量（Ａ４換算） 枚 113,025       109,634 

水道使用量 ㎥ 48,229       46,782 

売電電力量 kWh 13,610,828       13,610,828 

※平成 21 年度より発電を行い、余剰電力については電力会社へ売電している。外部に供給した分については、供 

給しなかった場合に比べて、他の発電所の発電量が低減されることで、社会全体としての二酸化炭素排出の削

減に貢献する。 

※温室効果ガス排出量の算定方法や各排出係数の更新に伴い、各年度の使用量の数値を更新しているため、別紙 

１～３の間で数値が一致しない場合がある。 
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